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山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金（以下「補助金」という。）については、

山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号、以下「規則」という。）の規定によ

るほか、この要綱の定めるところによる。 
 

（目的） 

第２条 この補助金は、国の「水素供給設備整備事業費補助金」の規定に基づき、一般社団法人次

世代自動車振興センターが行う補助事業を活用して、県内に水素供給設備を整備する者（以下「補

助事業者」という。）に対して補助することにより、本県における燃料電池自動車の普及促進を

図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 「水素供給設備整備事業費補助金」とは、経済産業大臣が定めた「水素供給設備整備事業費

補助金交付要綱（平成２６年４月１日付け２０１４０１１５財資第１３号）」に基づく補助

金をいう。 
 二 「燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業」とは、水素供給設備整備事業費補助金交付

要綱第２条の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」と

いう。）が行う水素供給設備の設置に要する経費の一部を助成する事業をいう。 
三 「燃料電池自動車等」とは、燃料電池を搭載し、水素を燃料電池の燃料として用いる自動車

登録番号標若しくは車両番号標の交付を受けた自動車又は特別区・市町村の条例で付すべき

旨を定められている標識を取り付けている小型特殊自動車、原動機付自転車及び当該設備に

おいて払出する輸送用水素容器をいう。 
四 「水素供給設備」とは、燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する定置式又は移動式の

設備をいう。 
五 「消費税等仕入控除税額」とは、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税として控除で

きる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消

費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。 

 

 （交付の対象、補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 知事は、補助事業者が行う次の各号に掲げる事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象

として認める経費は別表１に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）とし、補助金の額は、

水素供給設備の補助対象経費に４分の１を乗じて得た額及び用地賃借に要する経費に１０分の

１０を乗じて得た額で、９，５００万円を限度として予算の範囲内において補助金を交付する。 

一 燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する設備の整備 

本補助金申請年度と同一年度に、センターから「水素供給設備整備事業費補助金（燃料電池

自動車用水素供給設備設置補助事業）交付規程」に基づく「水素供給設備整備事業費補助金交

付決定通知書」の交付を受けたもの 

 二 用地賃借 

前号に係る本補助金の交付決定を受けた水素供給設備の運営に必要な土地を賃借して、当該

土地において当該水素供給設備を継続して運営するもの。 

 

（交付の申請） 

第５条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、山梨県水素ステーション設備設置
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事業費補助金交付申請書（様式第１）に必要関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

（交付の決定と通知） 

第６条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のう

え、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、山梨県水素ステーション設備設置

事業費補助金交付決定通知書（様式第２－１）により補助事業者に通知するものとする。また、

適当と認めないときは山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金不交付決定通知書（様式第

２－２）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の決定にあたり、必要に応じ条件を付すことができる。 
３ 第１項の規定にかかわらず、知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補

助金の交付の決定をしないことができる。 
 一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号。次号

において「暴力団対策法」という。）第二条第二号に規定する暴力団をいう。第三号から第

五号までにおいて同じ。） 
 二 暴力団員（暴力団対策法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。次号から第五号までにお

いて同じ。） 
 三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 
 四 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるもの（以下この号において「人格の

ない社団等」という。）を含む。）であつて、その役員（人格のない社団等の代表者又は管理

人を含む。）のうちに暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がある

者 
 五 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその事業活動を支配する

者 
 六  下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記一から五ま

でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者 
七 上記の二から六に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 
  

 （申請の取り下げ） 

第７条 補助事業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された

条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定通

知を受けた日から２０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

２ 前項による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったも

のとみなす。 

 

（補助事業計画変更の承認） 

第８条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金について次の各号の一に該当するときは、あらか

じめ山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金変更承認申請書（様式第３）を知事に提出し、

その承認を得なければならない。 

一 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の費目間相互にお

いて、いずれか低い額の２０％以内の額を増減させる場合を除く。 

二 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助の目的及び事業の進捗に影響を及ぼさな

い範囲の消耗品等の数量、規格の変更、機械等の仕様の変更、その他事業計画の細部の変更

であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合を除く。 

２ 知事は、前項の承認にあたり、必要に応じ条件を付すことができる。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第９条 補助事業者は、第６条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部

を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、

資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社
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又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融機関に

対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 知事が第１４条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて

債権の譲渡を行い、補助事業者が知事に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。

以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、

知事は次の各号に掲げるとおりとする。また、補助事業者から債権を譲り受けたものが知事に対

し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第

４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

一 補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債

権金額を軽減する権利を保留すること。 

二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は当該債権

への質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 

三 知事は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その

他の交付決定の変更を行うことがある。この場合、債権を譲り受けた者は意義を申し立てず、

当該交付決定の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が生じる場合にあっては、専ら補助

事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定すること。 

３ 第１項ただし書に基づいて、補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、知事

が行う弁済の効力は、知事が支出の決定の通知を行ったときに生じるものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 
第１０条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、山梨県水素

ステーション設備設置事業費補助金に係る補助事業の中止（廃止）承認申請書（様式第４）を知

事に提出し、その承認を受けなければならない。 
 

（補助事業遅延の報告） 
第１１条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又

は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに山梨県水素ステーション設備設置事業費補助

金補助事業遅延報告書（様式第５）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 
 
（遂行状況報告） 

第１２条 補助事業者は、知事が本条の規定に基づく遂行状況の報告を求めたときには、指定する

期日までに山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金事業遂行状況報告書（様式第６）を、

知事に提出しなければならない。 
  
（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けた

日から起算して一箇月を経過した日又は事業完了年度の翌年度４月１０日のいずれか早い期日

までに、山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金事業実績報告書（様式第７）に必要関係

書類を添え、知事に提出しなければならない。 
 
（補助金の額の確定） 

第１４条 知事は、前条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金額

の確定通知書（様式第８）により当該補助事業者に通知するものとする。 
２ 知事は、前項の規定により補助金の額を確定した場合は、補助金を当該補助事業者に交付する

ものとする。 
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 （交付決定の取消し等） 
第１５条 知事は、第１０条の規定による申請があった場合、又は次の各号に該当すると認められ

る場合には、第６条第１項の規定による補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交

付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

一 申請者が法令、要綱等に基づく知事の処分又は指示に違反した場合 

二 申請者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 申請者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

四 第６条第３項の各号のいずれかに該当した場合 

五 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合 

２ 前項の規定は、第１４条第１項に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。 
３ 知事は、第１項の規定に基づく取消しをしたときには、山梨県水素ステーション設備設置事業

費補助金交付決定取消通知書（様式第９）により、速やかに申請者に通知する。 
４ 知事は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金が交付されているときは、期間を定めて山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金に係

る返還命令書（様式第１０）により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
５ 知事は、前項の返還を請求するときは、第１項第４号に規定する場合を除き、当該補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるそ

の後の期間については、既納付額を控除した額）につき年利１０．９５パーセントの割合で計算

した加算金を併せて当該申請者から徴収する。 
６ 第２項に基づく補助金の返還については、当該請求のなされた日から２０日以内とし、期限内

に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、補助事業者は、その未納に係る期間に応じて

年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 
 
（取得財産の管理等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し又は効用が増加した知

事が別に定める財産（以下 「取得財産等」という。）を善良な管理者の注意をもって管理すると
ともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（様

式第１１）を備え、管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときには、取得財産等管理

台帳・取得財産等明細表（様式第１１）を第１３条に定める実績報告書に添付して提出するもの

とする。 
 
（財産の処分の制限） 
第１７条 取得財産等のうち、規則第２０条の規定に基づき、処分を制限する財産は、取得価格又

は効用の増加価格が単価５０万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 
２ 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

められた耐用年数の期間内において、取得財産等を補助金の交付目的と異なる用途に使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするとき（補助事業者が規則第六条第二項の規

定による条件に基づき、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を県に納付

した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が別に定める期間を

経過した場合を除く。）は、あらかじめ山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金に係る財

産処分申請書（様式第１２）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 
３ 知事は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入

があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 
 
（書類の保管） 

第１８条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区別し、補助事業

に係る経理の収支を明らかにしておくとともに、これに関する帳簿及び証拠書類を、取得財産等
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の処分制限が終了した日の属する会計年度の翌年度から５年間、整備保管しておかなければなら

ない。 
 
（調査等） 

第１９条 補助事業者は、知事が補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要な範囲内に

おいて調査等を申し出た場合は、これに応じなければならない。 
２ 前項に規定する調査等は、第１４条第２項に定める補助金の交付の終了後であっても同様とす

る。 
 
（データ等の提供要請） 

第２０条 知事は、県の施策に基づき水素供給設備の普及促進を図るため、必要な範囲内において

申請者及び補助事業者に対して水素供給設備等の普及に資するデータ等の提供を要請すること

ができる。 
２ 申請者及び補助事業者は、知事が必要な範囲内においてデータ等の提供を求めた場合は、これ

に協力するよう努めなければならない。 
 
（個人情報の保護） 

第２１条 知事及び県の職員は、本事業により知り得た情報は、山梨県個人情報保護条例（平成１

７年条例第１５号）に基づいて取り扱うものとする。 
２ 知事及び県の職員は、第５条に定める一切の情報を、当該情報の提供者から了解を得ることな

く、県以外の第三者に漏洩し又は第２条に定める目的以外の目的に利用してはならない。 
 
（雑則） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。 
 
 
附 則 
１ この要綱は、平成２６年５月１６日から施行する。 
２ この要綱は、別表１に掲げる水素供給設備の補助については、平成２８年３月３１日限り、ま

た、用地貸借に係る補助については、平成３７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、こ

の要綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 
 
附 則 
 この要綱は、平成２８年２月１０日から施行する。 
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別表１（補助対象経費） 
 

水素供給設備の補助対象経費 

１．設備機器費（水素供給設備一式） 

補助事業の実施に必要な設備に要する経費 

(1) 受電設備 
(2) 原料ガス設備 
(3) 水素製造装置 
(4) 液化水素貯槽、気化器 
(5) 水素輸送用設備・接続装置 
(6) 圧縮機 
(7) 蓄圧器 
(8) ディスペンサー 
(9) プレクーラー 
(10) 冷却水装置 
(11) 計装空気設備・窒素設備 
(12) 散水設備・貯水槽 
(13) 制御装置・監視装置・検知警報設備 
(14) その他（その他水素を燃料として当該自動車に供給するために必要な設備） 

 

２．設計費 

補助事業の実施に必要な設計に要する経費 

(1) 設計費（土質調査・測量を含む） 
(2) 官公庁申請費 

 

３．設備工事費 

補助事業の実施に必要な工事に要する経費 

(1) 基礎工事費 
(2) 撤去工事費 
(3) 現地配管工事費 
(4) 据付工事費 
(5) 試運転調整費 
(6) 舗装工事費 
(7) 給排水設備工事費 
(8) 照明設備工事費 
(9) 電気工事費 

 

４．工事負担金 

補助事業の実施に必要な工事負担に要する経費 

(1) 本支管工事負担金 
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  敷地外における中圧ガス本支管工事に関する工事負担金（申請者がガス事業者の場
合は対象外） 

(2) 給水配管・排水配管工事負担金 
(3) 電気の供給設備に関する工事費負担金 

 

５．経費・管理費 

補助事業の実施に必要な仮設・現場・管理に要する経費 

(1) 共通仮設費 
(2) 現場管理費 
(3) 一般管理費 
(4) 諸経費 
 

 
 

用地賃借に係る補助対象経費 

１．用地賃借費 

補助事業の実施に必要な用地の賃借に要する経費（最大１０年） 

 
 
  ※補助対象経費に消費税等は含まれない。 
 


